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更衣設備について（１）
更衣設備（ロッカー、更衣室、着替え保管の設備）

又は被服の乾燥設備（ロッカー、ハンガー、ロープ等） 第18条第2項
– 被服を汚染・湿潤し、又はそのおそれのある労働者に対するもの

• 更衣室に関する労働者からの意見
（JILPT「事業所における労働者の休養、清潔保持等に関する調査」報告書第2章6関係）

– 更衣室に対する具体的な不満（事業所すべて）は、「スペースが狭い」(46.5%)など

ある, 21.3

ない, 78.7

汚染湿潤作業の有無（％）

（事務所n=2,373）

ある（男女別）, 
44.1

ある（男女共用）, 
5

ない, 
50.9

更衣室の設置状況（％）

（事務所n=2,373）

よく利用する, 
35.9

ときどき利用する, 
19.7

ほとんど利用

しない, 44.4

更衣室の利用状況（％）

（事務所、更衣室ありn=1,165）
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更衣設備について（２）

• シャワー設備に関する労働者からの意見
（JILPT「事業所における労働者の休養、清潔保持等に関する調査」報告書第2章7関係）

– シャワー設備に対する具体的な不満（事業所すべて）は、「不潔である」(35.8%)、
「シャワーの数が少ない」(31.6%)など

ある, 21.3

ない, 78.7

汚染湿潤作業の有無（％）

（事務所n=2,373）

ある（男女別）, 
8.3

ある（男女共用）, 
7.5

ない, 
86.3

シャワー設備の設置状況（％）

（事務所n=2,373）

よく利用する, 
6.5

ときどき利用する, 
14.5

ほとんど利用し

ない, 20.7

まったく利用し

ない, 58.3

シャワー設備の利用状況（％）
（事務所、シャワー設備ありn=324）
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休憩の設備について

休憩の設備（労働者が有効に利用することができる設備） 第19条
－ 設けるよう努めることとされている。

• 休憩室に関する労働者からの意見
（JILPT「事業所における労働者の休養、清潔保持等に関する調査」報告書第2章5関係）

– 休憩室の設備（事業所すべて）としては、机・テーブル、電子レンジ、椅子・ソファー、冷蔵庫、自動
販売機、テレビなど

– 休憩室に対する具体的な不満（事業所すべて）は、「スペースが狭い」(33.1%)など。「特に不満はな
い」は４割を占めている。

ある, 48.8ない, 51.2

休憩室の設置状況（％）

（事務所n=2,373）

よく利用する, 
37.1

ときどき利用する, 
24.3

ほとんど利用しな

い, 26.1

利用したことがな

い, 12.5

休憩室の利用状況（％）
（全事業所、休憩室ありn=4,193）
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休養室について

休養室・休養所（労働者が臥床することのできる男女別の設備） 第21条
－ 常時50人以上の労働者、常時女性30人以上の労働者を使用するとき

• 休養室・休養所に関する労働者からの意見
（JILPT「事業所における労働者の休養、清潔保持等に関する調査」報告書第2章8関係）

– 休養室の設備としては、ベッド・布団・枕、椅子・ソファー、救急箱、冷暖房器具、カーテン・間仕切り
など

– 休養室に対する具体的な不満（事業所すべて）は、「スペースが狭い」(37.0%)など

ある（男女別）, 
11.6

ある（男女共用）, 
16.3

ない, 72.1

休養室の設置状況（％）

（事務所n=2,373）

よく利用する, 5.6

ときどき利用する, 
14.7

ほとんど利用しな

い, 25.2

まったく利用しな

い, 54.5

休養室の利用状況（％）
（事務所、休養室ありn=662）
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